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親子教室《のびのび・どろんこ》

　リズミカルヨガ♪

　●日　時　2 月 9 日（火）午前 9 時 30 分受付
　●場　所　玉造保健センター　●講　師　木村幸子
　
　一緒に歌おう♪子守唄 & 閉講式

　●日　　時　3 月 4 日（木）午前 9 時 30 分受付
　●場　　所　玉造公民館
　●講　　師　平野淑江
　◇ 11 時から閉講式になります。　

2 月
麻　生 北　浦 玉　造

午前 
9：30 ～
11：30"

午後 
1：30 ～
3：30"

午前 
9：30 ～
11：30"

午後 
1：30 ～
3：30"

午前 
9：30 ～
11：30"

午後 
1：30 ～
3：30"

1 月 ○
2 火 ○ ○
3 水 ○ ○
4 木 ○ ス・トミック講座
5 金 ○ ○
8 月 ○
9 火 親子教室
10 水 ○ ○
12 金 ○ ○
15 月 ○
16 火 ○ ○
17 水 ○ ○
18 木 ○ ○
19 金 ○ ○ ○
22 月 ○
23 火 ○ ○ ○
24 水 ○
25 木 ○
26 金 ○ ○ ○

開催場所　麻→麻生公民館　北→北浦公民館　玉→玉造保健センター

子育て広場　2月の予定

『成年後見（せいねんこうけん）制度』をご存知ですか？
　認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分となり、自分１人では預貯金の管理（財産管理）や日
常生活での様々な契約など（身上監護）が難しい方の権利を守るため、成年後見人を立て法的に支援していく制度です。

本人の預貯金の管理、不動産などの処分、遺産分割
など財産に関する契約などについての助言や支援

介護・福祉サービスの利用や医療・福祉施設への入
退所の手続きや費用の支払いなど、日常生活にかか
わってくる契約などの支援

◎ 成年後見人等には、配偶者や親族・知人以外でも、法律や福祉の専門家、また法人（社会福祉協議会や成年後見
センター・リーガルサポートなど）など、家庭裁判所が本人にとって最も適切と思われる人や法人が選任されます。

＜財産管理＞ ＜身上監護＞

悪質商法などの被害が心配
母親に認知症の傾向が…離れて暮ら
しているので訪問販売など悪質商法
にねらわれたらと心配

将来に不安が・・・ひとり暮ら
しなので、将来、認知症など病
気になった時のことが不安

お金の管理や契約に自信がない・・・
最近お金の管理に自信がなくなって
きた。財産の管理を安心して任せら
れる人がいたら、と思うのだが…。

　上記のような心配がある、成年後見制度がどのような制度か詳しく知りたいなどと思った方は、地域包括支援セン
ターにご相談ください。

12 月 16 日　親子教室

お茶パーティー

ミニミニクリスマス会

たくさんの人が参加して

くれました！


